
　

１．門扉改修工

門扉改修工１式当り歩掛 （１式当り）

名　称 規　格 単　位 数　量 単価 摘　要

門扉改修 式 1 －

土木一般世話役 人 30,000

特殊作業員 人 26,200

普通作業員 人 24,900

アルミ製門扉（両開）Ｈ＝1,820、Ｗ＝2,010 式 1

機械損料（賃料） 式 1

諸雑費 ％ － 留意事項参照

階段工 式 1 －

土木一般世話役 人 30,000

特殊作業員 人 26,200

普通作業員 人 24,900

機械損料（賃料） 式 1

諸雑費 ％ － 留意事項参照

地覆工 式 1 －

土木一般世話役 人 30,000

特殊作業員 人 26,200

普通作業員 人 24,900

機械損料（賃料） 式 1

諸雑費 ％ － 留意事項参照

①

② 施工箇所は、茨城県鉾田市二重作の安塚観測所地内。

以上。

歩掛等見積仕様書

門扉改修、階段工、地覆工は、それぞれ既設の撤去（処分含む）及び新規の設置を含む。
詳細は、別添【安塚観測所　門扉改修工　詳細図】による。

別添

＊黄色着色箇所について、見積もりをお願いします。
＊下表の歩掛構成は作成例であり、職種（労務）、機械（規格）を固定するものではありません。歩掛項目に応じて適宜
作成して下さい。
＊下記歩掛構成の中に掲載されていない、労務費や機械運転等を追加する場合には、その単価も記入願います。
＊諸雑費（率＋○％）がある場合は、率の対象がわかるように記入願います。
（例：上記合計金額の○％や、労務費の合計金額の○％ など）

＊記載済みの労務単価は、令和７年度の公共工事設計労務単価（茨城県）を入力しています。

【見積もりに際しての留意事項



　

２－１．昇降設備取替工（タラップ式）

昇降設備取替工１式当り歩掛 （１式当り）

名　称 規　格 単　位 数　量 単価 摘　要

昇降設備取替 式 1 －

土木一般世話役 人 30,000

特殊作業員 人 26,200

普通作業員 人 24,900

昇降設備 タラップ式 式 1 重量計算書参照

機器損料（賃料） 式 1

諸雑費 ％ － 留意事項参照

①

② 施工箇所は、茨城県鹿嶋市大船津の流川樋門地内。

以上。

歩掛等見積仕様書

昇降設備取替は、既設設備の撤去（処分含む）及び新規設備の設置を含む。
詳細は、別添【流川樋門　昇降設備取替工（タラップ式）　詳細図】による。

別添

＊黄色着色箇所について、見積もりをお願いします。
＊下表の歩掛構成は作成例であり、職種（労務）、機械（規格）を固定するものではありません。歩掛項目に応じて適宜
作成して下さい。
＊下記歩掛構成の中に掲載されていない、労務費や機械運転等を追加する場合には、その単価も記入願います。
＊諸雑費（率＋○％）がある場合は、率の対象がわかるように記入願います。
（例：上記合計金額の○％や、労務費の合計金額の○％ など）

＊記載済みの労務単価は、令和７年度の公共工事設計労務単価（茨城県）を入力しています。

【見積もりに際しての留意事項



　

２－２．昇降設備取替工（階段式）

昇降設備取替工１式当り歩掛 （１式当り）

名　称 規　格 単　位 数　量 単価 摘　要

昇降設備取替 式 1 －

土木一般世話役 人 30,000

特殊作業員 人 26,200

普通作業員 人 24,900

昇降設備 階段式 式 1 重量計算書参照

機器損料（賃料） 式 1

諸雑費 ％ － 留意事項参照

①

② 施工箇所は、茨城県鹿嶋市大船津の流川樋門地内。

以上。

歩掛等見積仕様書

昇降設備取替は、既設設備の撤去（処分含む）及び新規設備の設置を含む。
詳細は、別添【流川樋門　昇降設備取替工（階段式）　詳細図】による。

別添

＊黄色着色箇所について、見積もりをお願いします。
＊下表の歩掛構成は作成例であり、職種（労務）、機械（規格）を固定するものではありません。歩掛項目に応じて適宜
作成して下さい。
＊下記歩掛構成の中に掲載されていない、労務費や機械運転等を追加する場合には、その単価も記入願います。
＊諸雑費（率＋○％）がある場合は、率の対象がわかるように記入願います。
（例：上記合計金額の○％や、労務費の合計金額の○％ など）

＊記載済みの労務単価は、令和７年度の公共工事設計労務単価（茨城県）を入力しています。

【見積もりに際しての留意事項



　

３．閘門柱補修工

閘門柱補修工１式当り歩掛 （１式当り）

名　称 規　格 単　位 数　量 単価 摘　要

閘門柱補修 壁面１箇所 式 1 －

特殊作業員 人 26,200

高所作業車 日

フェンス撤去・復旧 式 1 －

土木一般世話役 人 30,000

特殊作業員 人 26,200

普通作業員 人 24,900

機器損料（賃料） 式 1

諸雑費 ％ － 留意事項参照

①

②

③

以上。

フェンス撤去・復旧は、高所作業車進入のための既設フェンスの一部撤去と復旧作業を含む。
詳細は、別添【新利根河口水閘門　閘門柱補修工　平面図】による。

歩掛等見積仕様書

閘門柱補修（壁面１箇所）については別途、計上するため、高所作業車のみとする。

施工箇所は、茨城県稲敷市上之島の新利根河口水閘門地内。

別添

＊黄色着色箇所について、見積もりをお願いします。
＊下表の歩掛構成は作成例であり、職種（労務）、機械（規格）を固定するものではありません。歩掛項目に応じて適宜
作成して下さい。
＊下記歩掛構成の中に掲載されていない、労務費や機械運転等を追加する場合には、その単価も記入願います。
＊諸雑費（率＋○％）がある場合は、率の対象がわかるように記入願います。
（例：上記合計金額の○％や、労務費の合計金額の○％ など）

＊記載済みの労務単価は、令和７年度の公共工事設計労務単価（茨城県）を入力しています。

【見積もりに際しての留意事項



　

４．進入禁止ブイ設置工

進入禁止ブイ設置工１式当り歩掛 （１式当り）

名　称 規　格 単　位 数　量 単価 摘　要

進入禁止ブイ設置 式 1 －

土木一般世話役 人 30,000

特殊作業員 人 26,200

普通作業員 人 24,900

普通船員 人 30,400

作業船 日

進入禁止ブイ マーカーブイ：赤色 基 1

諸雑費 ％ － 留意事項参照

①

②

以上。

歩掛等見積仕様書

詳細は、別添【新利根河口水閘門　進入禁止ブイ設置　平面図】による。

施工箇所は、茨城県稲敷市上之島の新利根河口水閘門地内。

別添

＊黄色着色箇所について、見積もりをお願いします。
＊下表の歩掛構成は作成例であり、職種（労務）、機械（規格）を固定するものではありません。歩掛項目に応じて適宜
作成して下さい。
＊下記歩掛構成の中に掲載されていない、労務費や機械運転等を追加する場合には、その単価も記入願います。
＊諸雑費（率＋○％）がある場合は、率の対象がわかるように記入願います。
（例：上記合計金額の○％や、労務費の合計金額の○％ など）

＊記載済みの労務単価は、令和７年度の公共工事設計労務単価（茨城県）を入力しています。

【見積もりに際しての留意事項



　

５．進入禁止ブイ撤去工

進入禁止ブイ撤去工１式当り歩掛 （１式当り）

名　称 規　格 単　位 数　量 単価 摘　要

進入禁止ブイ撤去 式 1 －

土木一般世話役 人 30,000

特殊作業員 人 26,200

普通作業員 人 24,900

普通船員 人 30,400

作業船 日

諸雑費 ％ － 留意事項参照

①

② 施工箇所は、茨城県稲敷市上之島の新利根河口水閘門地内。

以上。

歩掛等見積仕様書

進入禁止ブイ撤去は、既設ブイの撤去（処分）を含む。
詳細は、別添【新利根河口水閘門　進入禁止ブイ撤去　平面図】による。

別添

＊黄色着色箇所について、見積もりをお願いします。
＊下表の歩掛構成は作成例であり、職種（労務）、機械（規格）を固定するものではありません。歩掛項目に応じて適宜
作成して下さい。
＊下記歩掛構成の中に掲載されていない、労務費や機械運転等を追加する場合には、その単価も記入願います。
＊諸雑費（率＋○％）がある場合は、率の対象がわかるように記入願います。
（例：上記合計金額の○％や、労務費の合計金額の○％ など）

＊記載済みの労務単価は、令和７年度の公共工事設計労務単価（茨城県）を入力しています。

【見積もりに際しての留意事項



　

６．立入禁止看板取付工

立入禁止看板取付工１枚当り歩掛 （１枚当り）

名　称 規　格 単　位 数　量 単価 摘　要

立入禁止看板取付 式 1 －

普通作業員 人 24,900

立入禁止看板 アルミ複合版　厚＝2mm 枚 1

諸雑費 ％ － 留意事項参照

①

② 施工箇所は、茨城県行方市山田地先ほか。

以上。

歩掛等見積仕様書

詳細は、別添【立入禁止看板取付工　詳細図】による。

別添

＊黄色着色箇所について、見積もりをお願いします。
＊下表の歩掛構成は作成例であり、職種（労務）、機械（規格）を固定するものではありません。歩掛項目に応じて適宜
作成して下さい。
＊下記歩掛構成の中に掲載されていない、労務費や機械運転等を追加する場合には、その単価も記入願います。
＊諸雑費（率＋○％）がある場合は、率の対象がわかるように記入願います。
（例：上記合計金額の○％や、労務費の合計金額の○％ など）

＊記載済みの労務単価は、令和７年度の公共工事設計労務単価（茨城県）を入力しています。

【見積もりに際しての留意事項


